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令和２年瀬戸市議会１２月定例会提出予定議案等の概要  

 

１ 条例及び単行議案関係  

第９３号議案  瀬戸市西陵地域交流センターに係る指定管理者の指定

について  

担当課・係名  まちづくり協働課 協働第１係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市西陵地域交流センターの指定管理者を指定するに当たり、

議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 施設の名称  

   瀬戸市西陵地域交流センター  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市はぎの台１丁目１番地  

   西陵地域力推進会議  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条の２第３項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

  施設概要  

   ⑴ 所 在 地 はぎの台１丁目１番地  

   ⑵ 敷地面積 ３，７２９．０６㎡  

⑶ 延床面積 ８７０．６５㎡  

⑷ 施設内容 会議室、ホール、多目的室、調理室、事務室等  
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第９４号議案  瀬戸市品野台地域交流センターに係る指定管理者の指

定について  

担当課・係名  まちづくり協働課 協働第１係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市品野台地域交流センターの指定管理者を指定するに当た

り、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 施設の名称  

   瀬戸市品野台地域交流センター  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市上品野町１２１１番地  

   品野台地域力向上委員会  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条の２第３項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

  施設概要  

   ⑴ 所 在 地 上品野町１２１１番地  

   ⑵ 敷地面積 ２，７１３．４５㎡  

⑶ 延床面積 ８３５．６７㎡  

⑷ 施設内容 大会議室、小会議室、和室、調理室、事務室等  
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第９５号議案  瀬戸市水野地域交流センターに係る指定管理者の指定

について  

担当課・係名  まちづくり協働課 協働第１係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市水野地域交流センターの指定管理者を指定するに当たり、

議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 施設の名称  

   瀬戸市水野地域交流センター  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市中水野町１丁目１５０番地  

   水野地域力向上委員会  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条の２第３項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

  施設概要  

   ⑴ 所 在 地 中水野町１丁目１５０番地  

   ⑵ 敷地面積 １，３０３．５９㎡  

⑶ 延床面積 ７８１．１６㎡  

⑷ 施設内容 会議室、大集会室、和室、料理実習室、事務室  

      等  
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第９６号議案  市有財産（土地）の売払いについて  

担当課・係名  政策推進課 公共施設マネジメント係  

１ 議案提出の理由  

  市有財産（土地）を売り払うに当たり、議会の議決を求めるもの 

２ 議案の概要  

⑴ 土地の所在、地目及び面積  

所  在 地  目 登記面積（㎡） 

広之田町   ２６番２ 山  林 １１９ 

       ３４番３ 山  林 ２２２ 

       ３５番１ 山  林 ３，７４２ 

       ３６番９ 学校用地 ３２９ 

       ３６番１０ 学校用地 ２２ 

       ３６番１１ 学校用地 ２２ 

       ３６番１２ 学校用地 ３２１ 

       ３６番１３ 山  林 ６７７ 

       ５０番１ 砂 防 地 １，９２５ 

上品野町 １２３８番 山  林 ３３ 

     １２３９番 山  林 ６２４ 

     １３２８番 山  林 １，５６６ 

     １３３５番 山  林 １，１２３ 

     １３３６番１ 山  林 １３９ 

     １３３７番１ 山  林 ３４４ 

     １３３８番１ 山  林 ８６５ 

     １３３９番１ 山  林 ８３４ 

合   計 １２，９０７ 

 ⑵ 売払方法  一般競争入札  

⑶ 売払価額  ５７，６００，０００円  

 ⑷ 売 払 先  瀬戸市平町２丁目７２番地  

         有限会社マルゴＤＦ  

３ 議案提出に係る根拠法令  

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  
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４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 ⑴ 市有地の有効活用を図るため。  

 ⑵ 位置図  

 

 

 

土地の所在 

Ｎ
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第９７号議案  瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

に関する条例の一部改正について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例改正の理由  

  令和２年１０月７日付けの人事院勧告の内容を考慮し、瀬戸市議

会の議員の期末手当の支給割合を改定するため、条例中所要の事項

を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

期末手当の支給割合を次の表に掲げるとおりとする。 

 ６月  １２月  

令 和 ２ 年 度 1.7月 
1.65月（0.05月分減） 

（現行1.7月） 

令 和 ３ 年 度

以降 

1.675月（0.025月分減） 

（現行1.7月） 

1.675月（0.025月分減） 

（現行1.7月） 

 ⑵ 施行期日等  

公布の日又は令和３年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

議長の年収が３９，８０２円、副議長の年収が３４，８７２円、

常任委員会（予算決算委員会を除く。以下同じ。）及び議会運営委

員会の委員長の年収が３３，４２２円、常任委員会及び議会運営委

員会の副委員長の年収が３３，０６０円、議員の年収が３２，６９

７円減額となる。  
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第９８号議案  特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例改正の理由  

  令和２年１０月７日付けの人事院勧告の内容を考慮し、特別職の

職員の期末手当の支給割合を改定するため、条例中所要の事項を改

正するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

期末手当の支給割合を次の表に掲げるとおりとする。 

 ６月  １２月  

令 和 ２ 年 度 1.7月 
1.65月（0.05月分減） 

（現行1.7月） 

令 和 ３ 年 度

以降 

1.675月（0.025月分減） 

（現行1.7月） 

1.675月（0.025月分減） 

（現行1.7月） 

 ⑵ 施行期日等  

公布の日又は令和３年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

市長の年収が７５，３００円、副市長の年収が６１，８００円、

教育長の年収が５５，０００円減額となる。  
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第９９号議案  瀬戸市職員の給与に関する条例等の一部改正について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例改正の理由  

  令和２年１０月７日付けの人事院勧告の内容を考慮し、瀬戸市職

員の期末手当の支給割合を改定するため、瀬戸市職員の給与に関す

る条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例中所要の事項

を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  ア 一般職の職員（再任用職員を除く。）の期末手当の支給割合

を次の表に掲げるとおりとする。  

 ６月  １２月  

令 和 ２ 年 度 1.3月 
1.25月（0.05月分減） 

（現行1.3月） 

令 和 ３ 年 度

以降 

1.275月（0.025月分減） 

（現行1.3月） 

1.275月（0.025月分減） 

（現行1.3月） 

  イ 特定任期付職員の期末手当の支給割合を次の表に掲げるとお

りとする。 

 ６月  １２月  

令 和 ２ 年 度 1.7月 
1.65月（0.05月分減） 

（現行1.7月） 

令 和 ３ 年 度

以降 

1.675月（0.025月分減） 

（現行1.7月） 

1.675月（0.025月分減） 

（現行1.7月） 

⑵ 施行期日等  

公布の日又は令和３年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条  

⑵ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

職層に応じ、職員の年収が約８，６００円から約３０，０００円

までの範囲で減額となる。平均で、部長級は２９，０７１円、課長

級は２６，７８９円、課長補佐級は２３，８５３円、係長級は２

０，２８３円、主事級は１３，３９４円、主事補級は９，５３０円

の減額となる。  
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第１００号議案  指定金融機関の指定について  

担当課・係名  会計課  

１ 議案提出の理由  

  公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる指定金融機関を指定す

るに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 指定金融機関  

  瀬戸信用金庫  

 ⑵ 指定期間 

   令和３年７月１日から令和６年６月３０日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

 ⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条第２項  

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第２

項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

  実績を評価し、引き続き３年間指定するものとする。  

  主な実績  

歳入・歳出事務等は確実に行われている。また、金融機関の健

全性を図る指標としての自己資本比率（令和２年３月末現在）

は、１２．４４％で国内基準の４％を上回っている。  
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第１０１号議案  瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサービスセ

ンターに限る。）に係る指定管理者の指定について  

担当課・係名  高齢者福祉課 介護保険料係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサービスセンターに限

る。）の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサービスセンターに

限る。）  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市菱野台４丁目４番の２菱野ウイングビル  

   特定非営利活動法人瀬戸地域福祉を考える会まごころ  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 ⑴ 施設概要  

  ア 所 在 地 川端町１丁目３１番地（福祉保健センター内）  

  イ 施設面積 ２６８．２２㎡（福祉保健センター１階の一部）  

ウ 施設内容 デイルーム兼食堂、浴室、介助者教育室、休養室  

      等  

⑵ 令和元年度実績  

利用日数    ２９０日  

利用者数    ６５１人  

延べ人数  ５，５６０人  
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第１０２号議案  瀬戸市高齢者生きがい活動施設に係る指定管理者の指

定について  

担当課・係名  高齢者福祉課 介護保険料係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市高齢者生きがい活動施設の指定管理者を指定するに当た

り、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   瀬戸市高齢者生きがい活動施設  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市東権現町５１番地  

   公益社団法人瀬戸市シルバー人材センター  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条の２第３項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 ⑴ 施設概要  

  ア 所 在 地 東権現町５１番地  

  イ 施設面積 ５８２．２８㎡のうち２階の一部  

⑵ 令和元年度実績（部屋貸し）  

 高齢者対象活動   ８２回  １，３３７人  

 地元自治会     ２８回    ５０６人  

 その他       ５７回    ７１７人  

 合 計      １６７回  ２，５６０人  
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第１０３号議案  瀬戸市水野在宅福祉センター（瀬戸市水野地域包括支

援センター（運営）を除く。）に係る指定管理者の指

定について  

担当課・係名  高齢者福祉課 介護保険料係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市水野在宅福祉センター（瀬戸市水野地域包括支援センター

（運営）を除く。）の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決

を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   瀬戸市水野在宅福祉センター（瀬戸市水野地域包括支援セン  

ター（運営）を除く。）  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市中水野町２丁目７５８番地  

   社会福祉法人瀬戸中央会  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 ⑴ 施設概要  

  ア 所 在 地 はぎの台３丁目１番地の３  

  イ 敷地面積 ２，６３８．４７㎡  

  ウ 施設面積 ９１５．３０㎡  

エ 施設内容 デイサービスセンター機能訓練室、浴室、食堂、

厨房、会議室、相談室、事務室等  

⑵ 令和元年度実績  

ア 利用登録者数 ９５人  

  要介護者 ７６人 要支援者 ９人 事業対象者 １０人  

イ 利用者数等  

  開所日数 ３０７日 利用者数 ９，２３３人  

  日平均利用者数 ３０．１人  
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第１０４号議案  瀬戸市家庭児童相談室に関する条例の全部改正につい

て  

担当課・係名  こども未来課 家庭児童相談室  

１ 条例改正の理由  

  児童の権利に関する条約の精神、児童の福祉を保障するための原

理及び子ども・若者育成支援の基本理念にのっとり、一人一人の子

ども及び若者が、切れ目のない支援を受けることで、それぞれの夢

又は自立に向かって健やかに育つことができるようにするため、瀬

戸市子ども総合計画に定める「子ども・若者総合支援拠点」とし

て、瀬戸市子ども・若者センターを設置するに当たり、瀬戸市家庭

児童相談室に関する条例の全部を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア 瀬戸市家庭児童相談室を瀬戸市子ども・若者センターに改め

る。  

  イ 位置 瀬戸市栄町４５番地 パルティせと３階  

  ウ 次に掲げる事務を分掌する。  

  (ｱ) 子ども・子育て支援法第５９条第１号に規定する事業  

  (ｲ) 児童福祉法第１０条に規定する業務 

(ｳ) 児童虐待の防止等に関する法律に定める児童虐待に関す

ること。 

(ｴ) 子ども・若者育成支援推進法に定める子ども・若者育成

支援に関すること。 

(ｵ) 子ども・若者支援に関連する関係機関等との連携 

(ｶ) その他子ども及び若者に関し、市長が必要と認める事項 

  エ 開館時間 午前９時１５分から午後６時まで 

オ 休館日 日曜日及び土曜日（第１日曜日及び第３土曜日を除

く。）、祝日並びに１月１日から同月４日まで及び１２月２８

日から同月３１日までの日 

 ⑵ 施行期日等  

施行期日を令和３年４月１日とし、附則において瀬戸市会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例並びにパルティせと

市民交流センター条例の一部を改正する。  
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３ 条例改正に係る根拠法令等  

 ⑴ 瀬戸市子ども総合計画  

 ⑵ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条第

１号  

 ⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１０条  

 ⑷ 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）  

 ⑸ 子ども・若者育成支援推進法（平成２１年法律第７１号）  

 ⑹ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項  

４ 条例改正に伴う影響、効果等 

 

令和元年度相談者数（子ども及び若者関係） 

    ①子ども・若者相談（総合相談窓口）  延べ ９９３人 

    ②家庭児童相談室（子ども家庭総合支援拠点） 

                     延べ １，３１２人 

    ③相談・支援につながった若者とその家族（子ども・若者総合相

談センター）             延べ ６２人 
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第１０５号議案  瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサービスセ

ンター、瀬戸市保健センター（運営）及び瀬戸市やす

らぎ地域包括支援センター（運営）を除く。）に係る

指定管理者の指定について  

担当課・係名  健康課 成人保健係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサービスセンター、瀬

戸市保健センター（運営）及び瀬戸市やすらぎ地域包括支援セン  

ター（運営）を除く。）の指定管理者を指定するに当たり、議会の

議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサービスセンター、

瀬戸市保健センター（運営）及び瀬戸市やすらぎ地域包括支援セ

ンター（運営）を除く。）  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市川端町１丁目３１番地  

   社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条の２第３項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

⑴ 施設概要  

  ア 所 在 地 川端町１丁目３１番地  

  イ 敷地面積 ６，９５２．３２㎡（瀬戸市福祉保健センター）  

          １，８４１．３１㎡（第２駐車場）  

  ウ 延床面積 本館棟  ５，５０４．０８㎡  

          駐車場棟   ５０４．０８㎡  

エ 施設内容 １階 作業室、日常生活訓練室  

     ２階  プレイルーム、視聴覚室、会議室、相談  

室、ボランティア室、社会適応訓練室兼集会
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室  

      ３階 教養娯楽室、和集会室、相談室、機能回復

訓練室、浴室  

      ４階 健診室、会議室  

      ５階 大集会室、看護指導室、リハビリ指導室、  

会議室、栄養実習室  

⑵ 令和元年度実績  

全館利用 件数 ３，８７８件 人数 ９４，３０４人  

主な利用状況  

ア ボランティアセンター事業  

 (ｱ) 運営委員会、講座等    ８回    １７２人  

 (ｲ) フェスティバル      １回  ３，４９９人  

イ 福祉実践教室        ８２回   ２，７７９人  

ウ ボランティア相談 ２８５件    活動依頼  １９１件  

エ 身障・老人福祉センター  

 (ｱ) 各種教室        ５８日    ６２０人  

 (ｲ) 施設利用       ２７１件  ４，２４８人  

 (ｳ) 事業利用者           ３０，４３５人  

オ 行事（夏まつり、クリスマス会等）   ２，５１４人  

カ プレイルーム行事      ６１回    ３，２４２人  
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第１０６号議案  （仮称）瀬戸市立小中一貫校建設（建築）工事（その

１）請負契約の変更について  

担当課・係名  教育政策課 施設係  

１ 議案提出の理由  

  平成３０年５月１４日議会の議決を経て締結した（仮称）瀬戸市

立小中一貫校建設（建築）工事（その１）請負契約の金額を変更

し、変更契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 変更内容  

 契約金額 変更前 ３，９５６，４７５，６２０円  

        変更後 ３，９７３，６５９，８２０円  

増減額    １７，１８４，２００円の増額  

 ⑵ 変更理由  

ア 保護者及び学校利用者の利用状況を踏まえ、駐車場を増設す 

るため。  

イ 新しい学校に通う児童及び生徒が、旧学校の歴史を継承し、

郷土に愛着を持ち続けることができるよう、旧学校のモニュメ

ントを移設するため。  

 

 ＜参考 工事概要＞  

工 事 場 所  瀬戸市中山町１番５７  

工 事 内 容  小中一貫校建設（建築）工事一式  

校舎 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）３階建て  

延床面積 １２，１３４．４７平方メートル外  

工    期  平成３０年５月１５日から令和３年２月２６日まで  

契約の相手方  名古屋市中区錦二丁目１９番１号  

株式会社鴻池組名古屋支店  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条  
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第１０７号議案  市有財産（物品）の売払いについて  

担当課・係名  産業政策課 企業支援係  

１ 議案提出の理由  

  市有財産（物品）を売り払うに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 売払物品 せと赤津工業団地造成事業に係る業務委託の成果物

一式  

⑵ 物品の内訳 次に掲げる業務委託の成果物一式  

ア 工業用地造成事業測量調査設計業務委託  

イ 門前町地内集合図作成業務委託  

ウ 工業用地造成事業土地評価業務委託  

エ 工業用地造成事業発掘調査業務委託  

オ 工業用地造成事業物件調査業務委託  

カ 工業用地造成事業基本修正設計業務委託  

キ せと赤津工業団地造成事業第一工区土地鑑定評価業務委託  

ク せと赤津工業団地造成事業第一工区土地評価業務委託  

 ⑶ 売払方法 随意契約  

 ⑷ 売払価額 １７８，４０８，５５７円  

 ⑸ 売 払 先 瀬戸市追分町６４番地の１  

        瀬戸市土地開発公社    

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  
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第１０８号議案  道の駅瀬戸しなの（地域振興施設に限る。）に係る指

定管理者の指定について  

担当課・係名  産業政策課 アグリカルチャー推進係  

１ 議案提出の理由  

  道の駅瀬戸しなの（地域振興施設に限る。）の指定管理者を指定

するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   道の駅瀬戸しなの（地域振興施設に限る。）  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   富山県富山市湊入船町３番３０号  

   株式会社ジェック経営コンサルタント  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 施設概要  

   ⑴ 所 在 地 品野町１丁目１２６番地の１  

   ⑵ 延床面積 ３９１．５０㎡  

⑶ 施設内容 地域振興施設（農産物直売所、食堂等）  
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第１０９号議案  道の駅瀬戸しなの（地域振興施設を除く。）に係る指

定管理者の指定について  

担当課・係名  産業政策課 アグリカルチャー推進係  

１ 議案提出の理由  

  道の駅瀬戸しなの（地域振興施設を除く。）の指定管理者を指定

するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   道の駅瀬戸しなの（地域振興施設を除く。）  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市品野町１丁目１２６番地の１  

   道の駅瀬戸しなの株式会社  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条の２第３項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 施設概要  

   ⑴ 所 在 地 品野町１丁目１２６番地の１  

   ⑵ 延床面積 ２００．１０㎡  

   ⑶ 施設内容 情報提供施設、公衆便所、多目的広場、駐車場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 21 - 

第１１０号議案  瀬戸市新世紀工芸館に係る指定管理者の指定について  

担当課・係名  ものづくり商業振興課 ものづくり係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市新世紀工芸館の指定管理者を指定するに当たり、議会の議

決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   瀬戸市新世紀工芸館  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市西茨町１１３番地の３  

   公益財団法人瀬戸市文化振興財団  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条の２第３項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

施設概要  

   ⑴ 所 在 地 南仲之切町８１番地の２  

   ⑵ 敷地面積 １，５８９．１５㎡  

   ⑶ 延床面積 １，４５９．４８㎡  

     ⑷ 施設内容 展示棟 ギャラリー、事務室  

交流棟 ギャラリー、コミュニティルーム、情

報コーナー  

工房棟 陶芸・ガラス工房、作業場、体験工房  
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第１１１号議案  瀬戸染付工芸館に係る指定管理者の指定について  

担当課・係名  ものづくり商業振興課 ものづくり係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸染付工芸館の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決を

求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   瀬戸染付工芸館  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市西茨町１１３番地の３  

   公益財団法人瀬戸市文化振興財団  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条の２第３項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 施設概要  

⑴ 所 在 地 西郷町９８番地  

   ⑵ 敷地面積 ６８４．５０㎡  

   ⑶ 延床面積 ３９８．３３㎡  

⑷ 施設内容 本 館 作品展示・映像＆書籍コーナー、事務  

          室  

交流館 染付工房、展示室  
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第１１２号議案  尾張東部（瀬戸）地域文化広場に係る指定管理者の指

定について  

担当課・係名  文化課 文化係  

１ 議案提出の理由  

  尾張東部（瀬戸）地域文化広場の指定管理者を指定するに当た

り、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   尾張東部（瀬戸）地域文化広場  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市西茨町１１３番地の３  

   公益財団法人瀬戸市文化振興財団  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条の２第３項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

⑴ 施設概要  

  ア 所 在 地 西茨町１１３番地の３  

  イ 敷地面積 ６．７０ha 

  ウ 延床面積 文化ホール ６，５９１．９３㎡  

         文化交流館 ３，２９９．８４㎡  

         美術館   １，３７９．４８㎡  

         広場上屋    ７９９．６８㎡  

         旧浄化槽上屋   １１．２６㎡  

エ 施設内容 文化ホール ホール（１，５００席）、楽屋、リ  

ハーサル室  

文化交流館 会議室、ギャラリー、和室、茶室、  

団体会議室  

         美術館 常設展示場、企画展示室  

駐車場 ５２４台  

⑵ 平成３０年度実績（令和元年７月から令和２年５月まで文化ホ
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ール改修工事のため）  

利用者数  

ア 文化ホール  １０４，０３８人  

イ 文化交流館  １３１，００６人  

ウ 美術館     １０，１８８人  

総合計    ２４５，２３２人  
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第１１３号議案  瀬戸市定光寺野外活動センターに係る指定管理者の指

定について  

担当課・係名  スポーツ課 スポーツ係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市定光寺野外活動センターの指定管理者を指定するに当た

り、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   瀬戸市定光寺野外活動センター  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   豊田市松ケ枝町３丁目３０番地  

   ホーメックス株式会社  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 施設概要  

   ⑴ 所 在 地 鹿乗町１２３１番地  

   ⑵ 敷地面積 ２７，６５４㎡  

   ⑶ 建築面積 １，８１９．７２㎡  

⑷ 施設内容 屋内施設 事務所、研修室、集会室、会議室、

食堂、炊飯室、ラウンジ等  

屋外施設 キャンプ場、営火場、体操広場、炊

飯場、展望塔、トリム施設等  
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第１１４号議案  瀬戸市自然児童遊園に係る指定管理者の指定について  

担当課・係名  建設課 公園緑地係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市自然児童遊園の指定管理者を指定するに当たり、議会の議

決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   瀬戸市自然児童遊園  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市菱野台４丁目４番の３  

   特定非営利活動法人エム・トゥ・エム  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

⑴ 施設概要  

  ア 所 在 地 長谷口町６９番地の４  

  イ 敷地面積 ２６，４０３㎡  

  ウ 施設内容  

(ｱ) 管理センター 管理事務所、便所、倉庫、駐車スペース  

(ｲ) 一般遊園地  動物乗り物、すべり台、日時計、水遊び場  

   (ｳ) キャンプ施設 どんぐりテントサイト（テント床１２）、  

すぎのこテントサイト（テント床２８）、炊  

飯所、ファイヤー広場、便所、食卓、サーク  

ルベンチ、防火水槽  

   (ｴ) その他    休憩所兼避難所、水上テラス  

⑵ 令和元年度業務実績  

 ア 受付業務（キャンプ５０件／デイキャンプ８２件）  

 イ 園内管理（休園日を除く毎日）  

 ウ 施設修繕（トイレ改修、管理事務所外壁塗装等）  

エ 貸出備品管理（飯盒、鍋、テント等）  
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第１１５号議案  瀬戸市都市公園に係る指定管理者の指定について  

担当課・係名  建設課 公園緑地係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市都市公園の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決を

求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

   瀬戸市都市公園  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸市滝之湯町３２番地  

   合同会社朝凪造園  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

⑴ 施設概要  

    ア 所 在 地 陶祖公園（所在地：須原町、紺屋田町、藤四郎町  

及び東印所町）始め６２公園 

イ 敷地面積 ６２公園合計 ６５．１８ha 

 ⑵ 令和元年度業務実績  

 ア 草刈及び剪定（６２公園）  

 イ トイレ清掃（１９公園）  

 ウ 遊具保守点検（５３公園）  

エ 飼養動物の飼育（２公園）  
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第１１６号議案  瀬戸市駐車場条例の一部改正について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 条例改正の理由  

  瀬戸口駅北駐車場の利用率の向上を図るため、回数駐車券及び定

期駐車券の使用を開始するに当たり、条例中所要の事項を改正する

もの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア 回数駐車券を使用できる駐車場に瀬戸口駅北駐車場を加え、

全ての市営駐車場において使用可能とする。  

  イ 新たに定期駐車券を発行することとし、瀬戸口駅北駐車場に

限り使用できるものとする。  

ウ 定期駐車券の料金を、１月１台につき６，０００円とする。  

 ⑵ 施行期日等  

   令和３年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  回数駐車券を利用できる駐車場が増加し、また、定期駐車券を発

行することにより、市民の駐車場利用の利便性を図ることができ

る。  
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第１１７号議案  駐車場に係る指定管理者の指定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案提出の理由  

  宮川駐車場、瀬戸市駅前駐車場、東横山駐車場及び瀬戸口駅北駐

車場の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 施設の名称  

  ア 宮川駐車場  

  イ 瀬戸市駅前駐車場  

  ウ 東横山駐車場  

  エ 瀬戸口駅北駐車場  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   名古屋市中川区八熊二丁目１番１１号  

   株式会社日本メカトロニクス  

 ⑶ 指定の期間  

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵ 瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 ⑴ 施設の概要  

  ア 宮   川 所在地 南仲之切町及び東本町１丁目地内  

          面 積 約１，０４７㎡  

          台 数 ６０台  

  イ 瀬戸市駅前 所在地 東横山町１１４番地の１  

          面 積 約１，０８９㎡  

          台 数 ４０台  

  ウ 東 横 山 所在地 東横山町６６番地の１  

          面 積 約９７６㎡  

          台 数 ４２台  

  エ 瀬戸口駅北 所在地 東赤重町２丁目１９５番地の１  

          面 積 約３，２９０㎡  

          台 数 １２７台  
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⑵ 令和元年度実績  

ア 駐車場     利用台数    利用料金額  

   (ｱ) 宮川    ６３，１６６台  ２，７４５，０００円  

   (ｲ) 瀬戸市駅前 ９５，３４６台  ２，２６５，６００円  

   (ｳ) 東横山    １，７４５台  １，１８２，５００円  

   (ｴ) 瀬戸口駅北 １１，９８２台  ６，３８１，０００円  

      総合計  １７２，２３９台 １２，５７４，１００円  

  イ 回数駐車券販売数  

    １１６，０９４枚   １０，５２７，０００円  
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第１１８号議案  市道路線の認定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道路線について、以下の４路線を認定するもの  

 ⑴ 瘤木８号線  

 ⑵ 十軒３号線  

 ⑶ 赤重菱野１号線  

 ⑷ 幡山６号線  

 

 

 

 

 

第１１９号議案  市道路線の変更について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道一里塚中山線の終点を変更するもの  

   起点 一里塚町６２番６地先  

   終点 変更前 中山町１番１３地先  

      変更後 中山町１番１５地先  
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２ 予算関係  

 

 第１２０号議案 令和２年度瀬戸市一般会計補正予算（第１２号）  

 

 第１２１号議案 令和２年度瀬戸市一般会計補正予算（第１３号）  

 

第１２２号議案 令和２年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）  

 

 第１２３号議案 令和２年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計補正予算（第

１号）  

 

第１２４号議案 令和２年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第

４号）  

 

第１２５号議案 令和２年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第

５号）  

 

第１２６号議案 令和２年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）  

 

第１２７号議案 令和２年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）  

 

第１２８号議案 令和２年度瀬戸市水道事業会計補正予算（第２号）  

 

 第１２９号議案 令和２年度瀬戸市水道事業会計補正予算（第３号）  

 

第１３０号議案 令和２年度瀬戸市下水道事業会計補正予算（第１号）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 33 - 

３ 報告関係  

 

報告第１６号 専決処分の報告について  

   地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について、

同条第２項の規定により議会に報告するもの  

 専決年月日 事 故 の 概 要 
損害賠償の額及び 

和解の内容 

１ 
令 和 ２ 年 

９ 月 １ ５ 日 

令和２年３月２７日原山台２丁目地内

において、高齢者福祉課の軽乗用自動車

が方向転換するため後退した際、相手方

設置のガードポールに接触し、当該ガー

ドポールが損傷した物損事故 

瀬戸市は、相手方

に対し、金５２，８

００円を支払う。 

２ 
令 和 ２ 年 

９月１６日 

令和２年８月１３日及び１７日瘤木町

地内において、相手方普通乗用自動車が

市道を走行中、道路側溝の損傷による段

差により当該車両が損傷した物損事故 

瀬戸市は、相手方

に対し、金３３６，

９９９円を支払う。 

３ 
令 和 ２ 年 

９月３０日 

令和２年７月１０日井戸金町地内にお

いて、相手方小型乗用自動車が市管理道

路を走行中、道路の陥没部分にはまり、

当該車両が損傷した物損事故 

瀬戸市は、相手方

に対し、金２３，０

２３円を支払う。 

 

 

４ 執行機関の委員の選挙関係  

 

 選挙管理委員及び補充員の選挙について  

   委員及び補充員の任期満了（令和２年１２月２３日）に伴うもの  



認
定
路
線
図

 

 

瘤
木

８
号

線
 

凡
 
例

 

起
点

 
 

 

終
点

 
 

 

参考資料 第１１８号議案 

- 34 - 



認
定
路
線
図

 

 

十
軒

３
号

線
 

凡
 
例

 

起
点

 
 

 

終
点

 
 

 

十
軒

家
住

宅
 

参考資料 第１１８号議案 

- 35 - 



認
定
路
線
図

 

 

赤
重

菱
野

１
号

線
 

凡
 
例

 

起
点

 
 

 

終
点

 
 

 

参考資料 第１１８号議案 

- 36 - 



認
定
路
線
図

 

 

幡
山

６
号

線
 

凡
 
例

 

起
点

 
 

 

終
点

 
 

 

参考資料 第１１８号議案 

- 37 - 



認
定
路
線
図

（
変
更
前

）
 

 

 

一
里

塚
中

山
線

 

凡
 
例

 

起
点

 
 

 

終
点

 
 

 

参考資料 第１１９号議案 

- 38 - 



認
定
路
線
図

（
変
更
後

）
 

 

 

一
里

塚
中

山
線

 

凡
 
例

 

起
点

 
 

 

終
点

 
 

 

参考資料 第１１９号議案 

- 39 - 



参考資料第120号議案、第122号～第124号議案、第126号議案、第128号議案及び第130号議案

１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

　・諸収入 　・繰越金

２　一般会計
人事院勧告の実施、職員の人事異動等に伴う人件費等の補正を行うもの。

３　特別会計
各特別会計において人事院勧告の実施、職員の人事異動等に伴う人件費等の補正を行うもの。

４　企業会計
各企業会計において人事院勧告の実施、職員の人事異動等に伴う人件費等の補正を行うもの。

14,363 ▲ 8,746 4,219,513 118.2%

31,511 102.0%

2,129,172 113.9%

水 道 事 業 4,147,896 66,000 5,617

春 雨 墓 苑 事 業 31,000 511

後 期 高 齢 者 医 療 2,125,000

令和２年度　　１２月補正予算【初日】（案）概要

当　　初
３月補正から

９月補正
（追加２）まで

１２月補正
（初日）

C　　の　　財　　源　　内　　訳 補正後予算額
対前年同期比

A B C 国・県支出金 市　　債 そ　の　他 一般財源 A+B+C

一　 般　 会　 計 38,740,000 16,448,427 53,977 ▲ 15,578 69,555 55,242,404 128.5%

特　 別　 会　 計 24,023,000 139,401 ▲ 5,751 224 ▲ 5,975 24,156,650 89.2%

4,500 ▲ 328 ▲ 328

企　 業　 会　 計 8,454,221 66,000 11,108 14,363 ▲ 3,255 8,531,329 238.9%

合　　　計 71,217,221 16,653,828 59,334 0 0 ▲ 991 60,325 87,930,383 119.4%

4,311,816 －

69,555▲ 15,578

下 水 道 事 業 4,306,325 5,491 5,491

介 護 保 険 事 業 10,133,000 117,541 224 10,250,765 100.8%

▲ 6,158 11,745,202 96.9%

224

511

国民健康保険事業 11,734,000 17,360 ▲ 6,158

－40－　　　　　　　.



参考資料第121号議案、第125号議案、第127号議案及び第129号議案

１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

　・寄附金 　・財産収入

　・繰入金 　・繰越金

　・諸収入

２　一般会計

(1) 主な内容 （単位：千円）

老人福祉センター運営

私立幼稚園授業料等軽減補助金

幡中南菱野線整備

道路維持管理

(2) 繰越明許費の追加

老人福祉センター運営事業、児童扶養手当支給事業、幡中南菱野線整備事業、道路維持管理事業、瀬戸川文化プロムナード市街地整備事業

(3) 債務負担行為の追加
尾張東部（瀬戸）地域文化広場管理業務委託　外

３　特別会計
(1) 介護保険事業特別会計

高額介護サービス費及び任意事業費の増額による補正を行うもの。

(2) 後期高齢者医療特別会計

制度改正に伴うシステム改修費の補正を行うもの。

４　企業会計
(1) 水道事業会計

上陣屋配水場移転に伴い、県の管路取得に係る費用の補正を行うもの。

24,667

▲ 32,719

土 木 費

民 生 費

121,010 4,340,523 121.6%水 道 事 業 4,147,896

幡中南菱野線の整備を進めるため、工事箇所における粘土層の撤去等や幡山中学校駐
車場再整備に要する費用を追加するもの。

25,000

66,000 5,617 121,010

31,511 102.0%春 雨 墓 苑 事 業 31,000 511

25,000
市内道路の安全性向上を図るため、緊急を要する道路の修繕にかかる費用を追加する
もの。

23,000 23,000

77,102 57,825 19,277
幼児教育・保育の無償化に伴う各私立幼稚園の授業料改定に対応するため、補助金を
増額するもの。

そ の 他 一般財源

7,587 6,000 1,587
ろ過装置が故障して使用ができない福祉保健センター（やすらぎ会館）３階の浴場に
ついて、本来の機能を回復するため、緊急的に装置の更新工事を行うもの。

3,115 178,408

6,000

区　　分 事　　業　　名 補 正 額
財　　源　　内　　訳

目　的　及　び　内　容
国・県支出金 市　債

0 20,805 301,599 88,326,496 120.0%合　　　計 71,217,221 16,653,828 59,334 396,113 73,709

4,311,816 －

8,652,339 242.3%

下 水 道 事 業 4,306,325 5,491

　企　 業　 会　 計 8,454,221 66,000 11,108 121,010 121,010

2,536 2,131,708 114.0%

7,697 10,281,592 101.1%

後 期 高 齢 者 医 療 2,125,000 4,500 ▲ 328 2,536

介 護 保 険 事 業 10,133,000 117,541 224 30,827 11,440 11,690

11,745,202 96.9%国 民 健 康 保 険 事 業 11,734,000 17,360 ▲ 6,158

11,690 10,233 24,190,013 89.3%　特　 別　 会　 計 24,023,000 139,401 ▲ 5,751 33,363 11,440

9,115 170,356 55,484,144 129.1%　一　 般　 会　 計 38,740,000 16,448,427 53,977 241,740 62,269

A B C D 国・県支出金 市　　債 そ　の　他 一般財源 A+B+C+D

令和２年度　　１２月補正予算（案）概要

当　　初
３月補正から

９月補正
（追加２）まで

１２月補正
（初日）

１２月補正 D　　の　　財　　源　　内　　訳 補正後予算額
対前年同期比
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参考資料執行機関の委員の選挙関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　髙明 H25.10.1 H29.10.1 R3.9.30

小澤　慎太郎 R2.10.1 R2.10.1 R6.9.30

竹川　典子 R2.10.1 R2.10.1 R6.9.30

中根　志保 H30.10.1 H30.10.1 R4.9.30

青山　貴彦 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

田中　直美 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

公平委員会委員（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

日比　剛 H22.12.15 H30.12.15 R4.12.14

小池　雄三 H27.7.6 R1.7.6 R5.7.5

中嶋　若菜 H29.9.30 H29.9.30 R3.9.29

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　繁紀 H14.1.22 R2.1.22 R5.1.21

鈴木　洋子 R1.12.21 R1.12.21 R4.12.20

竹本　弘司 R1.10.1 R1.10.1 R4.9.30

加藤  和守 H27.4.1 H30.4.1 R3.3.31

瀧本　友子 H29.1.20 R2.1.20 R5.1.19

伊藤　昌幸 H26.7.25 R1.12.21 R4.12.20

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　多喜雄 H25.7.1 H29.7.1 R3.6.30

伊藤　勝朗 H22.10.1 H30.10.1 R4.9.30

柴田　利勝 R2.5.12 R2.5.12 R5.4.30

監査委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和２年１０月１日現在

教育委員会委員（任期４年）

固定資産評価審査委員会委員（任期３年）
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参考資料執行機関の委員の選挙関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

勝谷　哲次 H20.10.1 H28.12.24 R2.12.23

前野　宏衞 H27.7.9 H28.12.24 R2.12.23

戸田　千里 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

上川　和子 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

人権擁護委員（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大橋　久美子 H10.3.1 H31.4.1 R4.3.31

野田　真澄 H17.7.1 R2.10.1 R5.9.30

伊藤　良三 H18.10.1 H30.10.1 R3.9.30

加藤　光昭 H29.4.1 R2.4.1 R5.3.31

畔栁　俊雄 H20.4.1 R2.4.1 R5.3.31

矢野　友子 H22.4.1 H31.4.1 R4.3.31

藤本　明伸 H22.7.1 R1.10.1 R4.9.30

今井　順子 H23.7.1 R2.10.1 R5.9.30

中島　富士子 H24.10.1 H30.10.1 R3.9.30

横江　俊次 H25.4.1 H31.4.1 R4.3.31

髙島　惠子 H27.10.1 H30.10.1 R3.9.30

副市長（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

青山　一郎 H27.6.16 R1.6.16 R5.6.15

教育長（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

横山　彰 H31.2.20 R1.10.1 R4.9.30

選挙管理委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和２年１０月１日現在
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参考資料執行機関の委員の選挙関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

伊藤　泉 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

小澤　早由里 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

加藤　卓夫 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

髙島　八十三 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

加藤　安清 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

加藤　隆晴 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

作石　正太郎 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

武田　晴光 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

藤井　義廣 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

松原　清 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

伊藤　憲昭 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

横道　厚子 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

農業委員会委員（任期３年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和２年１０月１日現在
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